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【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
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【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 チ ャ ネ ル 使 用 許 可 期 間 を 獲 得 し 、 該 チ ャ ネ ル 使 用 許 可 期 間 に お い て 宛 先 の 通 信 装 置 に 対
し 物 理 フ レ ー ム を 送 信 す る 物 理 フ レ ー ム 送 信 手 段 と 、
　 前 記 チ ャ ネ ル 使 用 許 可 期 間 の 終 了 間 際 に 、 前 記 宛 先 の 通 信 装 置 の 受 信 バ ッ フ ァ に 既 に 記
憶 さ れ て い る Ｍ Ａ Ｃ フ レ ー ム を 上 位 層 に 渡 す よ う 指 令 す る 目 的 で 送 達 確 認 要 求 フ レ ー ム を
該 宛 先 の 通 信 装 置 に 対 し 送 信 す る 送 達 確 認 要 求 フ レ ー ム 送 信 手 段 と を 具 備 す る 通 信 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 送 達 確 認 要 求 フ レ ー ム 送 信 手 段 は 、 前 記 物 理 フ レ ー ム 送 信 手 段 に よ る 物 理 フ レ ー ム
の 送 信 間 隔 に 基 づ い て 、 前 記 送 達 確 認 要 求 フ レ ー ム を 送 信 す べ き か 否 か を 判 定 す る 請 求 項

に 記 載 の 通 信 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 送 達 確 認 要 求 フ レ ー ム 送 信 手 段 は 、 コ ン テ ン シ ョ ン フ リ ー 期 間 に 続 く コ ン テ ン シ ョ
ン 期 間 の 開 始 直 後 に 最 も 高 い 優 先 度 で 前 記 送 達 確 認 要 求 フ レ ー ム を 送 信 す る 請 求 項 に 記
載 の 通 信 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
　 各 々 が シ ー ケ ン ス 番 号 を 有 す る 複 数 の Ｍ Ａ Ｃ フ レ ー ム が ア グ リ
ゲ ー ト さ れ
　 送 信 さ れ た 物 理 フ レ ー ム に ア グ リ ゲ ー ト さ れ て い る 複 数 の Ｍ Ａ Ｃ フ レ ー ム の シ ー ケ ン ス
番 号 を 記 憶 す る 記 憶 手 段 と 、
　 送 信 さ れ た 物 理 フ レ ー ム に 応 答 し 、 始 点 シ ー ケ ン ス 制 御 値 を 有 す る 送 達 確 認 フ レ ー ム を
受 信 す る 受 信 手 段 と 、
　 受 信 さ れ た 送 達 確 認 フ レ ー ム の 前 記 始 点 シ ー ケ ン ス 制 御 値 が 、 前 記 記 憶 手 段 に 記 憶 さ れ
た シ ー ケ ン ス 番 号 の い ず れ か に 一 致 す る か 否 か を 判 定 す る 判 定 手 段 と 、
　 前 記 判 定 手 段 に よ る 判 定 結 果 に 基 づ い て 再 送 す べ き Ｍ Ａ Ｃ フ レ ー ム を 決 定 し 、 該 Ｍ Ａ Ｃ
フ レ ー ム が ア グ リ ゲ ー ト さ れ た 物 理 フ レ ー ム を 再 送 す る 再 送 手 段 と を 具 備 す る

通 信 装 置 。
【 請 求 項 ５ 】
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　 複 数 の Ｍ Ａ Ｃ フ レ ー ム が ア グ リ ゲ ー ト さ れ
　 送 信 さ れ た 物 理 フ レ ー ム に 応 答 し 、 送 達 確 認 識 別 子 を 有 す る 送 達 確 認 フ レ ー ム を 受 信 す
る 受 信 手 段 と 、
　 受 信 さ れ た 送 達 確 認 フ レ ー ム の 送 達 確 認 識 別 子 を 記 憶 す る 記 憶 手 段 と 、
　 前 記 受 信 手 段 に よ り 第 １ の 送 達 確 認 フ レ ー ム を 受 信 し た な ら ば 、 該 第 １ の 送 達 確 認 フ レ
ー ム の 送 達 確 認 識 別 子 が 、 前 記 記 受 信 手 段 に よ り 既 に 受 信 さ れ 、 か つ 前 記 記 憶 手 段 に 記 憶
さ れ て い る 第 ２ の 送 達 確 認 フ レ ー ム の 送 達 確 認 識 別 子 に 一 致 す る か 否 か を 判 定 す る 判 定 手
段 と 、
　 前 記 判 定 手 段 に よ る 判 定 結 果 に 基 づ い て 再 送 す べ き Ｍ Ａ Ｃ フ レ ー ム を 決 定 し 、 該 Ｍ Ａ Ｃ
フ レ ー ム が ア グ リ ゲ ー ト さ れ た 物 理 フ レ ー ム を 再 送 す る 再 送 手 段 と を 具 備 す る

通 信 装 置 。
【 請 求 項 ６ 】
　 複 数 の Ｍ Ａ Ｃ フ レ ー ム が ア グ リ ゲ ー ト さ れ て お り 、
　 送 信 さ れ た 物 理 フ レ ー ム に 応 答 し 、 送 達 確 認 ビ ッ ト マ ッ プ を 有 す る 送 達 確 認 フ レ ー ム を
受 信 す る 受 信 手 段 と 、
　 受 信 さ れ た 送 達 確 認 フ レ ー ム の 送 達 確 認 ビ ッ ト マ ッ プ を 記 憶 す る 記 憶 手 段 と 、
　 前 記 受 信 手 段 に よ り 第 １ の 送 達 確 認 フ レ ー ム を 受 信 し た な ら ば 、 該 第 １ の 送 達 確 認 フ レ
ー ム の 送 達 確 認 ビ ッ ト マ ッ プ が 、 前 記 記 受 信 手 段 に よ り 既 に 受 信 さ れ 、 か つ 前 記 記 憶 手 段
に 記 憶 さ れ て い る 第 ２ の 送 達 確 認 フ レ ー ム の 送 達 確 認 ビ ッ ト マ ッ プ に 一 致 す る か 否 か を 判
定 す る 判 定 手 段 と 、
　 前 記 判 定 手 段 に よ る 判 定 結 果 に 基 づ い て 再 送 す べ き Ｍ Ａ Ｃ フ レ ー ム を 決 定 し 、 該 Ｍ Ａ Ｃ
フ レ ー ム が ア グ リ ゲ ー ト さ れ た 物 理 フ レ ー ム を 再 送 す る 再 送 手 段 と を 具 備 す る

通 信 装 置 。
【 請 求 項 ７ 】
　 チ ャ ネ ル 使 用 許 可 期 間 を 獲 得 し 、 該 チ ャ ネ ル 使 用 許 可 期 間 に お い て 宛 先 の 通 信 装 置 に 対
し 物 理 フ レ ー ム を 送 信 す る 物 理 フ レ ー ム 送 信 ス テ ッ プ と 、
　 前 記 チ ャ ネ ル 使 用 許 可 期 間 の 終 了 間 際 に 、 前 記 宛 先 の 通 信 装 置 の 受 信 バ ッ フ ァ に 既 に 記
憶 さ れ て い る Ｍ Ａ Ｃ フ レ ー ム を 上 位 層 に 渡 す よ う 指 令 す る 目 的 で 送 達 確 認 要 求 フ レ ー ム を
該 宛 先 の 通 信 装 置 に 対 し 送 信 す る 送 達 確 認 要 求 フ レ ー ム 送 信 ス テ ッ プ と を 含 む 通 信 方 法 。
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